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（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、「Euro
Passion」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「213」
と表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Hawkeye」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「A.R.K」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、「Smile
Bomb」と表示のある製品であっ
て、その内容物が固形状のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Solid」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Tasty」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Organic Sex」と表示のある製品
であって、その内容物がゲル状
のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、
「Craxy Sun」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Hi-
Point Ver.11」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「ninja」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Sophie」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、
「Happy Hawaiian」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Rasta
Thunder 」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Royal」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Hot
Time」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「Delta
Zone」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「come」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「HYPNOTIZE」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「peace」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、
「LOHAS」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

　次の写真に示すとおり、「夜
姫」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「十字架」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「悪魔」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「濡声
けつまん」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「敏感
トロトロ」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「oblivion」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「RAVEN HAZARD」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、
「RAVEN CLAW RIPPER」と表
示のある製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ANUS COUNTER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ANUS DOLPHIN」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ANUS DEMPSEY」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
液体のもの。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「K2
BLOSSOM 20ML AROMA
LIQUID」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「PIERROT」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「CARNIVAL AROMA LIQUID」
と表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue8」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue9」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue10」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue11」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue12」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue14」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue15」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue16」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue17」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue18」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue19」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN analogue20」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「BZ-
PHEN Keta analogue」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が粉末のもの。


